
障害のある人への支援制度（市町村別一覧）

 

岡山県難病相談・支援センター

令和5年1月(一部改訂）

• この資料は、在宅で生活する障害のある人に対して市町村が独自に行っている支援制度
や自動車関連施策について、各市町村等に照会して取りまとめたものです。

• 掲載した全ての制度を難病のある人が利用できるわけではありませんが、参考としてご利
用ください。

• 制度の詳細や利用に際してのお問合せは、表中「お問合せ先」にお尋ねください。

難病のある人のための参考資料Ⅱ
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ＮＨＫ放送受信料減免 対象者によって全額又は半額減免

全額免除：世帯構成員に、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳のいずれかを所持する者がおり、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の場合

半額免除：次のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合
①視覚・聴覚障害者(身体障害者手帳をお持ちの方)
②身体障害者手帳１級・２級
③療育手帳「最重度」または「重度」に相当する記載
④精神障害者保健福祉手帳１級

https://www.nhk.or.jp/faq-
corner/2jushinryou/11/11-11-
02.html

ＮＨＫ岡山放送局
０８６-２１４-４７００

ＮＴＴ無料番号案内
（「ふれあい案内」）

電話帳を利用することが困難な方に、無料で電話番号を案内する
事前登録が必要

①身体障害者手帳所持者
　※ただし等級の要件あり
②戦傷病者手帳所持者
　※ただし等級の要件あり
③療育手帳所持者
④精神障害者保健福祉手帳所持者

https://www.ntt-
east.co.jp/info/detail/200930_01.h
tml

ＮＴＴふれあい案内
０１２０－１０４－１７４

はがき無償配布
（「青い鳥郵便葉書」）

通常郵便はがきの無償配布
配布枚数：１人につき２０枚
受付期間：４月～５月

①身体障害者手帳１級・２級所持者
②療育手帳Ａ所持者

最寄りの郵便局

携帯電話利用割引 事業者により異なる 事業者により異なる 携帯電話各社

公共施設等利用割引 地方自治体により異なる 地方自治体により異なる 各市町村各施設

児童福祉年金

年金額：対象
①身体障害者手帳　１級・２級　５０，０００円／３級　３３，０００円
②療育手帳  A　５０，０００円 ／ B（中度）　３３，０００円
③精神障害者保健福祉手帳  １級   ５０，０００円　　２級　３３，０００円
ただし障害児福祉手当を受給している児童等は対象外

左記に該当する２０歳未満の障害児を監護している保護者

在宅重度障害者介護者慰労
金

在宅で生活している重度障害者を常時介護している人に支給
重度障害者：２０歳以上～６５歳未満で特別障害者手当の受給資格の認定を受けてい
て、重度障害の状態が６か月以上続いている人
年額：４０，０００円

障害者と同居している介護者で介護期間が年度内（４月から翌年３月）に６か月
以上あること。
ただし、前年度に慰労金に相当する給付を受けていない場合で、前年度から申請
年度まで介護し、期間が６箇月以上あるときは、この限りでない。
さらに、申請前１年間に障害福祉サービス、地域生活支援事業の移動支援、地
域活動支援センター及び介護保険の居宅サービス等を利用していない人。

はり・きゅう・マッサージ施術費
市が発行する施術券により施術に要する費用の一部を助成
年間１８枚を限度とし、１枚につき１，２００円

①身体障害者手帳１級～４級所持者
②療育手帳Ａ所持者

https://www.city.okayama.jp/kura
shi/0000007719.html

すこやか住宅リフォーム事業
市長が適当と認める改造費用の３／５を助成
ただし６０万円を限度とする

日常生活を営む上で介助を要する人が６０歳以上の高齢者や身体障害者手帳所
持者で視覚または肢体に障害がありその程度が２級以上の人

https://www.city.okayama.jp/kura
shi/0000012387.html

障害のある人への市町村支援制度１（独自制度）

全市町村

岡山市

交付

助成

公共料金等

市福祉事務所
※注1参照
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児童福祉年金
重度障害：月額２，０００円
中度障害：月額１，５００円

①２０歳未満の身体障害者手帳１級～３級または療育手帳A、B（Bは中度以上）
所持児童の養育者
②特別児童扶養手当の障害認定を受けている児童の養育者

http://www.city.kurashiki.okayam
a.jp/23610.htm

市子育て支援課
０８６－４２６－３３１４

保健福祉センター福祉課
※注２参照

介護手当

重度の障害のある人を在宅で介護している人に支給
重度障害者の基準は、
①身体障害者手帳1～2級を所持し、日常生活動作について介護手当認定基準に該当
する人
②療育手帳Aを所持し、日常生活動作について介護手当認定基準に該当する人
③精神障害者保健福祉手帳1級を所持し、行動及び活動について介護手当認定基準に
該当する人
年額：４０，０００円

２０歳以上の重度障害者を在宅で年間６か月以上介護している人
http://www.city.kurashiki.okayam
a.jp/14007.htm

障がい福祉課
０８６－４２６－３３０５

保健福祉センター福祉課
※注２参照

紙おむつ等購入費
助成額：右記①の場合、購入費の８割以内で上限が年額３０，０００円
　　　　　　　  ②の場合、購入費のうち上限が年額７５，０００円

①６５歳以上の６か月以上寝たきりまたは認知症の高齢者や重度身体障害者（１
８歳以上で身体障害者手帳１級・２級）を在宅で介護している人
②介護保険制度で要介護４または５と認定された人を在宅で介護している人
＊①は所得税非課税世帯、②は市民税非課税世帯

http://www.city.kurashiki.okayam
a.jp/2306.htm

健康長寿課
０８６－４２６－３３１５

保健福祉センター福祉課
注２参照

マッサージ施術費
指定のマッサージ施術所にて受ける場合に係る費用
施術料　１回１，１００円　　往料　１回１，５００円を助成
ただし施術券は１か月に４枚を限度として１年間で２４枚まで交付

①身体障害者手帳１級～３級所持者
②療育手帳Ａ所持者
③精神障害者保健福祉手帳１級・２級所持者

http://www.city.kurashiki.okayam
a.jp/9789.htm

障がい福祉課
０８６－４２６－３３０５

保健福祉センター福祉課
注２参照

住宅改造費
浴室、便所、台所などを改造する場合に係る費用
原則として新築、増築、または全面的な改築の場合を除く８００，０００円を限度とする
が、課税状況によって補助率は異なる

①６５歳未満：肢体又は視覚の障害により身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ
所持者
②６５歳以上：介護保険法により要支援または要介護と認定された人
上記のいずれかに該当し、市税を完納している世帯に属すること

http://www.city.kurashiki.okayam
a.jp/2317.htm

介護保険課
０８６－４２６－３３４３

保健福祉センター
国保介護課

注３参照

貸出 福祉機器
内容：車いす
費用：無料
期間：原則６か月

在宅生活を営む上で必要とする人
https://kurashikisyakyo.or.jp/welf
are/zaitaku/recycle/

市社会福祉協議会
注４参照

貸出 福祉機器
内容：車いす、電動ベッド、入浴用品、歩行補助具、その他
費用：無料

障害のある人等福祉機器を必要とする人

配布 紙おむつの安価配布 定価の半額程度の価格で業者から自宅まで宅配 在宅で介護している人のいる家庭の人

在宅重度心身障害者介護手
当

月額４，０００円を年２回に分けて支給
２０歳以上６５歳未満で常時介護を必要とする重度の身体・知的障害者を通算し
て６か月以上自宅で常時介護している人

https://www.city.tamano.lg.jp/sos
hiki/13/1326.html

住宅改造費

①手すりの取り付け　②段差の解消　③滑り防止及び移動の円滑化等のための床また
は通路面の材料の変更　④扉の取り替え　⑤その他①～④の住宅改修に附帯して必要
となる住宅改修
１回限り　５３万３千円を限度

・障害程度等級３級以上の学齢児以上の人で
①下肢機能障害の人　②体幹機能障害の人　③乳幼児以前の非進行性の脳病
変による運動機能障害（移動機能障害に限る）のある人
・下肢、体幹機能に障害のある難病患者等

就労支援 障害者就労相談支援 就労面や生活面等の支援

次のいずれかの該当者
①障害のある方で一般就労を希望する１５歳以上の人
②福祉的就労に就いている者で企業等への一般就労を希望する人
③障害のある方で企業等に在籍している人

市障害者就労支援センター
０８６３－３２－５５６４

貸出 福祉用具
内容：介護用ベッド、車いす、歩行器、ベビーベッド、チャイルドシート
費用：無料　（一部消毒料が必要です）

障害のある人や要介護の高齢者等
市社会福祉協議会

０８６３－３１－５６０１

津山市

玉野市

助成

助成

市社会福祉協議会
０８６８－２３－５１３０

市福祉政策課
０８６３－３２－５５５６

倉敷市

交付

3/12



市町村 事　　　業 項　　　　　　　　目 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 利　　　　用　　　　対　　　　象　　　　者 ホームページ お問合せ先

心身障害者扶養共済掛金
心身障害者扶養共済の掛金
助成率は年度によって変動

心身障害者扶養共済に毎月一定の掛金を納めている障害児・者の保護者
市社会福祉協議会

０８６５－６２－３５０７

はり、きゅう、ﾏｯｻｰｼﾞ施術費
施術費助成券を年２４枚（１枚１，１００円）
指定の施術所のみ利用可

身体障害者手帳１級～３級所持者または療育手帳所持者

寝たきりの身体障害者介護 支給額：年額５０，０００円
在宅かつ寝たきりの心身障害者（１８歳以上で介護保険の対象外の者で障害支
援区分５以上と認定された者）を当該年度に引き続き６か月以上介護を行ってい
る同居の世帯

身体障害・知的障害児童年金
支給額　重度：年額90,000円
　　　　　 中度：年額50,000円

20歳未満の心身障害児を養育している保護者
重度：身体障害者手帳1・2級または療育手帳A
中度：身体障害者手帳3・4級または療育手帳B（中度のみ）
ただし、障害児福祉手当受給対象児は除く

https://www.city.ibara.okayama.jp
/docs/2017011000248/

在宅介護激励金 支給額：年額50,000円

次のいずれかに該当する同居の人を引き続き6か月以上常時介護している人
・身体障害者手帳1、2級の交付を受けている20歳以上で寝たきり状態の人
・療育手帳Aの交付を受けている20歳以上の人
・65歳以上の認知症の状態で要介護３以上の人
・寝たきりで要介護３以上の人
・障害名が視覚障害で身体障害者手帳１級を所持している20歳以上の人

日常生活用具給付事業による
住宅改造費

在宅の重度障害者（児）に日常生活の便宜を図るため、住宅改造費用の一部を助成
住宅改造費（上限400,000円）自己負担１割。
ただし、世帯の所得に応じた負担上限額あり

・市内に在住する在宅の６５歳未満で、身体障害者手帳に下肢機能または体幹
機能にかかる障害の程度が３級以上と記載されている人
・障害者総合支援法に規定する難病患者で下肢又は体幹機能に障害のある人

住宅設備改良費
玄関、浴室、便所、台所などを改良する場合の費用
住宅設備改良に要する経費の２／３の額（２００，０００円以内）

市県民税非課税世帯の重度障害がある人等で次の各号に掲げる人
①身体障害者手帳１～３級の交付を受けている人
②療育手帳Ａ判定の人
③精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている人
④前３号に掲げる人を介護している人
⑤６５歳以上の高齢者を含む世帯に属する人
⑥障害者総合支援法に規定する難病患者等

はり、きゅう、マッサージ施術
費

法に定めるあん摩、マッサージ師の免許を有する市内の施術所で受ける施術に要する
費用
施術券の支給：２，０００円券　年２４枚　ただし１回当たりの施術に１枚とする

次の各号に掲げる人
①身体障害者手帳１～３級の交付を受けている人
②療育手帳Aの交付を受けている人
③精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている人
④６５歳以上の人で市県民税非課税者
⑤障害者総合支援法に規定する難病患者等

紙おしめ利用券
おしめ（尿とりパッドを含む）利用券の支給
市県民税課税世帯：１，０００円券年２０枚（年度途中は３か月で５枚）
その他の世帯　　　：１，０００円券年４０枚（年度途中は３か月で１０枚）

常時おしめを使用している人で次の各号に掲げる人
①要介護１～5の認定を受けている人
②身体障害者手帳の交付を受けている人で、肢体不自由２級以上または体幹機
能障害３級の人
③療育手帳Ａ判定の人
④障害者総合支援法に規定する難病患者等
⑤前各号に準ずる人
ただし他の制度によって支給を受ける人を除く

①⑤　市介護保険課
０８６６－６２－９５５２
②③④⑤　市福祉課
０８６６－６２-９５１６

心身障害者扶養共済制度加
入保険料助成

加入保険料に要する経費の３分の１の額
本市に住所を有する心身障害者の保護者で、この制度の保険料を納付している
者。ただし、付加給付保険料を除く。

ファックス使用料金の助成 ファックス使用料金の額（月額基本料金相当額）
本市に住所を有する者で、身体障害者手帳１～３級の手帳の交付を受けている
聴覚、音声又は言語機能障害者であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段
として必要があると認められる者

障害者通所奨励金の助成
対象施設に通所した日数（作業の時間が３時間未満の日を除く。）に300円を乗じて得た
額

市内在住の障害者で、自宅又は市内の共同生活援助施設から地域活動支援セ
ンターⅡ型事業所、地域活動支援センターⅢ型事業所及び障害者総合支援法に
定める就労継続支援事業所に通所している人

交付

助成

井原市

市福祉課
０８６６－６２－９５１８

助成笠岡市

市福祉課
０８６６－６２－９５１８

市福祉事務所
０８６５－６９－２１３３
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在宅介護激励金
身体障害者手帳１級及び療育手帳Ａ：月額２，５００円
身体障害者手帳２級　　　　　　　　　 ：月額１，５００円

左記手帳の交付を受けている２０歳以上の障害者を在宅で常時介護している同
居の介護者

障がい者福祉年金 支給：年額１０，０００円
身体障害者手帳1級・２級または療育手帳Ａ
精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けている２０歳以上の人

交付 心身障害児童年金

①身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級、特別児童扶
養手当１級：年額７３，５００円
②身体障害者手帳３級、療育手帳Ｂ中度、精神障害者保健福祉手帳２級、特別児童扶
養手当２級：年額３８，６００円

精神、知的または身体に障害のある児童（20歳未満）で障害児福祉手当を受けて
いない人

https://www.city.takahashi.lg.jp/s
oshiki/16/syougaiteate.html

助成 在宅酸素療法治療者電気代
酸素濃縮装置の電気料助成
支給：月額６００円～１，５００円

医師の処方に基づき酸素濃縮装置を使用している市町村民税非課税世帯の在
宅酸素療法治療者

https://www.city.takahashi.lg.jp/s
oshiki/16/zaitakusannso.html

減免 ケーブルテレビ利用料 障害の程度によって全額もしくは半額免除

全額：身体障害者、療育、精神障害者保健福祉各手帳所持者が世帯構成員であ
り、世帯全員が住民税非課税
半額：世帯主が視覚・聴覚障害による身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａまた
は精神障害者保健福祉手帳１級所持者

市デジタル・未来戦略課
０８６６－２１－０００７

市福祉課
０８６６－２１－０２８４

交付 心身障害児福祉年金
支給：年額①重度　年額１０２，０００円　②中度　８４，０００円
ただし、児童福祉施設、身体障害者施設等障害者施設に入所した場合は支給しない

２０歳未満の在宅の障害児

重度：①身体障害者手帳の障害等級が１級・２級の人　②療育手帳の程度がＡの
人　③精神障害者保健福祉手帳の障害等級が１級の人
中度：①身体障害者手帳の障害等級が３級～６級の人　②療育手帳の程度がＢ
の人　③精神障害者保健福祉手帳の障害等級が２級・３級の人

助成 在宅医療機器購入補助金
対象機器：ネブライザー、卓上小型吸引器
限度額等：購入金額の１／２以内とし、上限はネブライザー２０，０００円
卓上小型吸引器３５，０００円

在宅の重度身体障害者または寝たきりの高齢者で医師が必要と認める人

備前市 交付 児童福祉年金
支給：年額
身体障害者手帳　①１級２級　２８，８００円　②３級　２４，０００円　　③４級　１４，４００
円　④５級　１２，０００円／療育手帳（中度以上）　２４，０００円

心身に障害のある児童を監護している保護者
市社会福祉課

０８６９－６４－１８２４

交付 障害児福祉年金

支給：年額
身体障害者手帳　①１級２級　１０，０００円　②３級４級　８，０００円
療育手帳①A　１０，０００円　②B　８，０００円
精神障害者保健福祉手帳①１級　１０，０００円　②２級　８，０００円

２０歳未満の心身に障害のある児童
*基準日（毎年４月１日）以前に引き続き１年以上市内に居住していること
　施設に入所していないこと

https://www.city.setouchi.lg.jp/so
shiki/15/3880.html

助成
障害福祉サービス等通所者交
通費助成金

①公共交通機関の場合、交通費の３／４（上限５，０００円／月）
②身体状態等により、公共交通機関を使えず家族の介助が必要で自家用車を利用した
場合
　３７円×距離（Ｋｍ）×１／２（上限５，０００円／月）

障害福祉サービス事業所等へ通所している障害者

障害年金 支給：年額４２，０００円

身体障害者手帳１級～３級の交付を受けている人または療育手帳の交付を受け
ている人。
ただし、公的年金給付、障害を原因とする各種手当、特定疾患援護費等受給者
及び施設入所者以外。

特定疾患援護費 支給：年額４２，０００円

次に該当する方で１年以上市内に住所を有し、かつ居住し、市民税が非課税の
人
①岡山県特定医療費（指定難病）受給者証を交付された人
②岡山県小児慢性特定疾病医療受給者証を交付された人
③腎不全患者（人工透析を受けている人に限る）

助成 住宅改造費
３３３，０００円を限度として対象経費の２／３以内
ただし、介護保険給付、重度身体障害者等日常生活用具給付を優先

①身体障害者手帳１級・２級所持者（肢体不自由障害に限る）
②介護保険の要支援、要介護認定者

高梁市

赤磐市

総社市

新見市
市福祉課

０８６７－７２－６１２６

市福祉課
０８６６－９２－８２６９

市福祉課
０８６６－２１－０２８４

https://www.city.akaiwa.lg.jp

交付

瀬戸内市

交付

市福祉課
０８６９－２６－５９４３

市社会福祉課
０８６－９５５－１１１５

https://www.city.niimi.okayama.jp
/kurashi/kurashi_detail/index/76.
html
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交付
障害者通所授産施設等通所
奨励金

上限を月額４，０００円として、通所する実日数に２００円を乗じた額を支給
市が障害福祉サービス受給者証を交付し、就労支援施設等に通所する者及び市
内の小規模作業所に通所している者

要援護世帯等除雪支援 除雪に要した費用の１／２、なお生活保護世帯は全額

①６５歳以上のひとり暮らしの高齢者の世帯
②７５歳以上の高齢者のみで構成される世帯
③身体障害者手帳１級から４級までの人のみで構成される世帯
④介護保険制度で要支援１以上の認定を受けている人のみで構成される世帯
⑤前各号に規定する人のみで構成される世帯

寝具類等洗濯乾燥消毒 寝具類の洗濯、乾燥、消毒で、年１回、一人１回４，５００円を限度

①介護保険の要支援・要介護認定を受けている方で次のどちらかに該当の方
　・１人暮らし
　・同居する世帯員が７５歳以上の高齢者のみの場合
②身体障害者手帳１級または２級を交付されている方で次のどちらかに該当の
方
　・1人暮らし
　・同居する世帯員が７５歳以上の高齢者のみの場合
③その他の理由で寝具類の衛生管理ができない方

市高齢者支援課
０８６７－４２－１０７４

制限緩和 市営住宅入居緩和

①収入基準緩和
②単身入居可能
③家賃の障害の程度による段階的控除減免
④家賃の減免
※支障によって住宅の住み替えも可能

入居申込をした者が収入を得ており、
①身体障害　１級～４級
②精神障害　１級～３級
③知的障害　精神障害の程度に相当する程度

市都市住宅課
０８６７－４２－７７８１

交付 就職支度金支給
身体障害者更正援護施設での訓練を終了し、就職等により自立する場合
支給額：３６，０００円

身体障害者更正援護施設への入所または通所している人
市福祉政策課

０８６８－７５－３９１３

貸出 福祉機器 車椅子、電動ベット等　ただし有料の場合有り 障害のある人等福祉機器を必要とする人
市社会福祉協議会

０８６８－７５－２６２２

介護手当
要介護高齢者や重度心身障害者（児）を在宅で介護している家族の負担の軽減
支給：月額５，０００円

在宅で、
①要介護度４または５の人
②日常的に介護を要する重度障害者（児）を介護している配偶者、家族

歳末見舞金 障害の程度に応じて支給

在宅で、
①身体障害者手帳１級２級
②精神障害者保健福祉手帳　１級２級
③療育手帳Ａ・Ｂ
を所持している人

助成 在宅酸素療法者支援 月額１，０００円の助成
呼吸器機能障害３級以上の身体障害者手帳を所持し、かつ現に在宅酸素療法を
行っている人

市社会福祉課
０８６５－４４－７００７

貸出 福祉用具
福祉用具：車いす
年間利用料：車いす５００円

車いすは障害者手帳や介護保険とは無関係に使用可 市社会福祉協議会
０８６５－４４－７７４４

交付 特定疾患等闘病者激励金 支給：年額３０，０００円

①特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾病の認定を受けている人
②腎不全等により人工透析を週１回以上受けている人
③町税に未納のない世帯の人
④一年以上在住の人

https://www.town.wake.lg.jp/kura
shiKosodate/seikatu/syogaifukus
hi/

町健康福祉課
０８６９－９３－３６８１

助成 おしめ
おしめ購入に係る費用
支給：月額２，０００円以内

在宅要介護者で、病院や医療機関においておしめ使用証明書の発行を受けた者
（介護者に支給される）

町社会福祉協議会
０８６９－９３－２００２

交付

助成

和気町

市社会福祉協議会
０８６５－４４－７７４４

真庭市

浅口市

市福祉課
０８６７－４２－１５８１

美作市
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早島町 なし なし

交付 援護金

年１回支給（１２月末）
支給額は等級によって異なる
身体障害者手帳：１級　８,０００円、２級 ４,０００円、３級 ３,０００円、４級 ２,０００円、
                 ５級 １,０００円、６級 １,０００円
療育手帳：A ８,０００円、B ４,０００円
精神障害者保健福祉手帳：１級 ８,０００円、２級 ４,０００円、３級 ３,０００円

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者

貸出 福祉機器・介護用品 貸出機器：車いす 在宅で障害のある人等を介護している家族もしくは本人

助成 配食サービス 食事の配達、1食あたり２２０円の補助を週４食まで助成する
障害者のみの世帯であって調理困難であり、市町村民税非課税世帯の者
※判定会議にて支給可否を決定

交付 ねたきり老人等介護手当
ねたきりの高齢者や障害者を在宅で看護又は介護している家族に月額１０，０００円を支
給

申請時から遡って６箇月の間に１箇月あたりの入院、入所及びショートステイの利
用日数が合計１０日を超えない、町内に居住している２０歳以上の者で以下に掲
げるもの。
（１）身体障害者手帳１級又は２級を所持している者で、ねたきり若しくは歩行不能
の状態にある者
（２）療育手帳Aを所持している者で、疾病等のため常時臥床の状態が６箇月以上
継続している者
※判定会議にて支給可否を決定

新庄村 なし なし

貸与 福祉用具
介護保険法の指定居宅サービスに要する費用の額に算定する基準に規定する福祉用
具貸与費（１につき）1割負担

在宅の身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神障害者、指定難病患者

貸出 介護機器 貸出機器：ベッド、車いす、歩行器など　使用料は貸出機器により決定 在宅で障害のある方や介護保険の対象にならない人を介護している介護者

勝央町 交付 特定疾患闘病者激励金支給 支給：年額６０，０００円　なお中途の者は月割計算によって支給

１２月１日を基準日として次の条件を満たす人
①特定疾患及び小児慢性特定疾病で医療費助成の対象となっておりかつ治療
の人及び人工透析を週１回以上受けている人
②前年の市町村民税が非課税の世帯の人
③町税に未納のない世帯の人

http://www.town.shoo.lg.jp/guide/
guide01/life02/life0203/115

町総合福祉センター
町健康福祉部

０８６８－３８－７１０２

奈義町 交付 やすらぎ福祉年金等支給

手当や年金の種類は次のとおり
＊年　金　　障害者福祉　　　　年額５４，０００円
　　　　　 　　特定疾患等福祉　年額５４，０００円
          　　 その他　①ひとり親福祉　②遺児福祉　金額、条件は異なる
＊手当等　 在宅介護支援手当　金額は介護認定の程度によって異なる
　　　　　　　 遺児激励金  入学や卒業時等に支給

＊障害者福祉年金 　：①身体障害者手帳１級・２級所持者
　　　　　　　　　　　　 　 ②療育手帳Ａ・Ｂ所持者
　　　　　　　　　　　 　   ③症状等が上記と同程度以上で介護を要する人
＊特定疾患福祉年金：特定疾患及び小児慢性特定疾病で医療費助成の対象と
なっている人
＊その他の年金や手当等については問い合わせのこと

町こども・長寿課
（保健相談センター）
０８６８－３６－６７００

西粟倉村 助成
障害者等住宅改修費給付事
業

在宅障害者児の住宅改修及び居宅生活動作補助用具の購入に対する助成
自己負担額・・・舗装用具費の支給と同様
住宅改修費の給付回数・・・原則１回
上限額・・・２００，０００円

下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機
能障害に限る）の身体障害者及び学齢児以上の身体障害児（障害程度３級以
上）（ただし、特殊便器への取替えは上肢障害２級以上の者）

村保健福祉課
０８６８－７９－２２３３

久米南町 交付 心身障害者福祉手当
重度心身障害者（児）への年金支給
年額２０，０００円・２５，０００円

障害者：２０歳以上６５歳未満で身体障害者程度２級以上及び知的障害者で障害
程度が重度の人
障害児：①２０歳未満で身体障害程度２級以上及び療育手帳Ａの人
 　　　 　②２０歳未満で身体障害程度３級・４級及び療育手帳Ｂの人

町保健福祉課
０８６－７２８－４４１１

町社会福祉協議会
０８６５－６４－７２１８

町福祉介護課
０８６６-８２-１０２６

鏡野町

矢掛町

里庄町

町総合福祉課
０８６８－５４-２９８６

http://www.town.yakage.okayama.
jp/health/koreisha/seido.html
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心身障害者（児）福祉手当 支給額：月額　５，０００円
身体障害者手帳または療育手帳または、精神障害者保健福祉手帳の交付を受
けている２０歳未満の在宅児等

https://www.town.misaki.okayama
.jp/soshiki/hukusi/10.html

在宅介護者支援手当
支給額：本人・介護者それぞれ町民税非課税世帯　月額１０，０００円
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　町民税課税世帯　 　月額　５，０００円

介護度４以上もしくは、4以上に相当する人を在宅で介護している家族介護者
ただし、基準月までに６か月以上の介護期間があること

助成 家族介護用品支給
紙おむつ等介護用品の支給　町指定業者が自宅まで運搬
支給額は月額１０，０００円以内とし、現金支給は行わない

町内在住の町民税非課税世帯に属する者で介護度３以上の認定を受けている人
または重度障害者を在宅で介護している家族介護者

町保険年金課
０８６８－６６－１１１５

吉備中央町なし なし

※制度の利用には、表中の条件の他、当該市町村に住所を有することや、住民税等の課税要件などが含まれる場合があります。

◇お問合せ先◇

                       注２　倉敷市保健福祉センター福祉課　＊水島　０８６－４４６－１１１４　＊児島　０８６－４７３－１１１９　＊玉島　０８６－５２２－８１１８　＊真備　０８６－６９８－５１１３

                       注３　倉敷市保健福祉センター国保介護課　＊水島　０８６－４４６－１１２３　＊児島　０８６－４７３－１１１４　＊玉島　０８６－５２２－８１８５　＊真備　０８６－６９８－５１１２

                       注４　倉敷市社会福祉協議会　＊倉敷　０８６－４３４－３３０１　＊水島　０８６－４４６－１９００　＊児島　０８６－４７３－１１２８　＊玉島　０８６－５２２－８１３７　

町福祉事務所
０８６８－６６－１１２９

交付

                       注1　岡山市福祉事務所等　＊北区中央　０８６－８０３－１２０９　＊北区北　０８６－２５１－６５３０　＊御津　０８６－７２４－１１１１　＊建部　０８６－７２２－１１１２　＊中区　０８６－９０１－１２３１　＊東区　０８６－９４４－１８２２
　　　　　　　　　　　　　　　　　                         ＊瀬戸　０８６－９５２－１１１２　＊南区西　０８６－２８１－９６２０　＊灘崎　０８６－３６３－５２０１　＊南区南　０８６－２３０－０３２１

美咲町
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障害のある人への支援制度２（自動車関係）

改造 購入

岡山市
障害者が取得に要した費用の助成
１００，０００円を限度として直接かかった費用の３／５以内

①就労等のため、障害者本人が所有し運転する自動車の改造
に係る費用
②介護者が所有し、使用する自動車の改造に係る費用
いずれも１００，０００円を限度として改造に係る費用の３／５以
内

介護者が改造済み自動車を購入する費用
１００，０００円を限度として改造に係る費用の３／５以内

https://www.city.okayama.jp/kurash
i/0000007785.html

市福祉事務所
注１参照

倉敷市

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所
持者で免許取得が必要と認められる人
１００，０００円を限度として取得費用の２／３以内

原動機付自転車を除く、年度に１回限り
取得前に申請が必要

①通勤・通学などのため、自らが所有する自動車の改造に係る
費用で１００，０００円を限度
対象者：上肢、下肢又は体幹機能に障害のある方で、市税を完
納している世帯に属する方（過去１年助成を受けていない方）

②介護者が運転する自動車の改造（電動リフト、車いす用ス
ロープ等）に係る費用で１，０００，０００円を限度として改造に要
する費用に補助率を乗じた額。
ただし所得税額によって補助率は異なる
対象者：市内に１年以上在住し、介護対象者本人又は常時介護
する３親等以内の親族等で市税を完納している世帯に属する方
介護対象者：次の方のうち、自らの運転が困難で、歩行用具を
使用しないと移動が困難な方
・下肢又は体幹機能障害が３級以上の方
・要介護１～５に認定された６５歳以上の方

外出を容易にするためのリフト・スロープを取り付けている自動
車の購入する場合補助
１，０００，０００円を限度として改造に要する費用に補助率を乗
じた額
ただし所得税額によって補助率は異なる

対象者：市内に１年以上在住し、介護対象者本人又は常時介
護する３親等以内の親族等で市税を完納している世帯に属す
る方
介護対象者：次の方のうち、自らの運転が困難で、歩行用具を
使用しないと移動が困難な方
・下肢又は体幹機能障害が３級以上の方
・要介護１～５に認定された６５歳以上の方

http://www.city.kurashiki.okayama.j
p/10962.htm

市障がい福祉課
０８６－４２６－３３０５
市保健福祉センター

注２参照

津山市

身体障害者手帳（１級・２級）所持者で取得により就労や社
会参加が見込まれる者
取得に直接要した費用の２／３以内で、上限は１００，０００
円
*自動車学校入学前に申請

身体障害者手帳所持者のうち、上肢、下肢、体幹機能障害が１
級・２級であり、本人が所有、運転する者
１００，０００円を限度として直接要した費用
所得や受付件数等の制限有り

なし
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/i
ndex2.php?id=1104

市障害福祉課
０８６８－３２－２０６７

玉野市

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けており、免許
取得により就労等社会参加が見込まれる者
１００，０００円を限度として取得に直接要した費用の２／３
以内

上肢、下肢又は体幹機能の障害者で、自らが所有し運転する自
動車を改造することにより就労等社会参加が見込まれ、属する
世帯の所得税が１００，０００円以下である者
１００，０００円を限度として改造に直接要した費用

車いす等を使用しなければ移動が困難な状態が継続すると認
められる重度の障害者で、介護者が運転する自動車を改造す
ることにより外出活動等が見込まれ、属する世帯の所得税額が
１００，０００円以下である者
３００，０００円を限度として改造に要する費用の３／５以内

車いす等を使用しなければ移動が困難な状態が継続すると認
められる重度の障害者で、介護者が運転する改造自動車を購
入することにより外出活動等が見込まれ、属する世帯の所得税
額が１００，０００円以下である者
３００，０００円を限度として改造に要する費用の３／５以内

https://www.city.tamano.lg.jp/soshi
ki/13/1330.html

市福祉政策課
０８６３－３２－５５５６

笠岡市 なし
身体障害者手帳所持者で、就労のため障害者本人が所有し運
転する自動車の操行装置及び駆動装置等の改造に要した費用
１００，０００円を限度

なし
市地域福祉課

０８６５－６９－２１３３

井原市

重度身体障害者で免許取得により社会参加が促進される
人
１００，０００円を限度として取得に直接要した費用の１／２
以内

重度の上肢、下肢または体幹機能の障害者
１００，０００円を限度として操向装置及び駆動装置の改造に直
接要した費用
１人１台、原則５年に１回

身体障害者手帳所持者で車いすを使用しなければ移動するこ
とが困難な状態の重度身体障害者または生計を一にする同居
の人
１００，０００円を限度として、原則１０年に１回

市福祉課
０８６６－６２－９５１８

自動車運転免許取得費助成
自動車改造費・購入費助成

お問合せ先市町村 ホームページ
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改造 購入
自動車運転免許取得費助成

自動車改造費・購入費助成
お問合せ先市町村 ホームページ

総社市

重度身体障害者で１級または２級の身体障害者手帳の交
付を受け、社会参加が見込まれる人
１００，０００円を限度として取得に直接要した費用の２／３
以内

重度身体障害者で上肢、下肢または体幹機能の障害が１級・２
級の身体障害者手帳所持者が、自己所有車を改造する費用
１００，０００円を限度として同一車両原則１回
５年間は再助成不可

なし
市福祉課

０８６６－９２－８２６９

高梁市 なし
身体障害者手帳を所持している人で、就労に伴い自らが所有し
運転する自動車の操向装置等の改造を必要とする人を対象
に、１００，０００円を限度に直接改造に要した費用

車椅子又はストレッチャーを使用しなければ移動又は移乗が困
難と認められる身体障害者に対し、１０万円を限度に福祉車両
購入費の助成を行う

https://www.city.takahashi.lg.jp/sos
hiki/16/kaizou.html
（福祉車両購入費助成）

市福祉課
０８６６－２１－０２８４

新見市

身体障害者手帳を所持している人で、免許取得により就
労等が見込まれる人に１５０，０００円を限度に直接要した
費用の２／３以内
ただし障害者雇用促進法による助成を受けていない人

低所得世帯の重度身体障害者（上下肢または体幹機能障害
者）が自ら所有し運転する自動車のハンドル、ブレーキ、アクセ
ル等を改造する必要がある場合
２００，０００円を限度

身体障害者手帳を所持している人で、車いす等を使用しなけれ
ば移動が困難と認められる者、またはその障害者と生計を一に
する介護者、及び福祉有償運送を行う事業所
２００，０００円を限度

https://www.city.niimi.okayama.jp/k
urashi/kurashi_detail/index/76.html

市福祉課
０８６７－７２－６１２６

備前市
社会復帰のために運転免許を取得しようとする身体障害
者
１００，０００円を限度とする

身体障害者が就労等のために自ら運転する自動車の操向装置
及び駆動装置等を改造するために必要な場合
１００，０００円を限度

なし
市社会福祉課

０８６９－６４－１８２４

瀬戸内市

身体障害者手帳所持者及び療育手帳所持者で免許取得
により社会参加が促進される者
１００，０００円を限度として免許の取得に直接要した費用
の２／３以内

①身体障害者手帳所持者のうち、上肢・下肢又は体幹機能障
害の者で就労等に伴い、自らが自動車を所有し操行装置及び
駆動装置の一部を改造する必要のある者
１００，０００円を限度として改造に直接要した費用の２／３以内

②身体障害者手帳所持者のうち、下肢１・２級又は、体幹機能
障害１・２級の者で、自ら運転することが困難であり、車いす・ス
トレッチャーを使用し介助を受けなければ、移動が困難な状態
が継続すると認められる者と、同居する者で当障害者のために
自動車の改造を必要とする者
１００,０００円を限度として改造に直接要した費用の２／３以内

なし
https://www.city.setouchi.lg.jp/sosh
iki/15/3892.html

市福祉課
０８６９－２６－５９４３

赤磐市
生活圏の拡大と職業的自立を図ろうとする心身障害者
１００，０００円を限度として免許の取得に直接要した費用
の２／３以内

①身体障害者が通勤等のため自ら所有し運転する自動車の操
向装置及び駆動装置等の改造に直接要した費用
１００，０００円を限度
ただし身体障害者手帳の障害等級３級以上の上肢、下肢、体幹
機能障害者

②自ら運転できない心身障害者もしくは生計を同一にする人の
所有自動車を介護用に改造する費用で１００，０００円を限度と
して１／２以内

自ら運転できない心身障害者もしくは生計を同一にする人の介
護用自動車としての装備を設けている自動車の購入に係る費
用
ただし同種の標準型車両購入費との差額で１００，０００円を限
度として１／２以内

https://www.city.akaiwa.lg.jp
市社会福祉課

０８６－９５５－１１１５

真庭市

免許の取得によって社会参加が見込まれる身体障害者手
帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受
けており、障害者雇用促進法により免許取得に係る助成を
受けていない人
１００，０００円を限度として免許の取得に直接要した費用
の２／３以内

身体障害者手帳所持者で上肢、下肢、体幹または運動の機能
障害のある障害程度が１級～３級に該当する人、療育手帳所持
者、精神障害者保健福祉手帳所持者
１００，０００円を限度として改造に直接要した費用の２／３以内

身体障害者手帳所持者で車いす等を使用しなければ移動困難
な人または障害者と生計を同一とする人が介護を行い、運転す
る福祉車両を購入する費用
ただし購入価格と通常車両販売価格の差額で１００，０００円を
限度として１／２以内

市福祉課
０８６７－４２－１５８１

美作市

免許の取得によって就労や社会参加が見込まれる障害の
ある人
１００，０００円を限度として免許の取得に直接要した費用
の２／３以内

本人が所有し、運転するために自動車の改造を行う身体障害
者手帳所持者
１００，０００円を限度として改造に直接要した費用

なし
http://www.city.mimasaka.lg.jp/shim
in/hokenfukushi/shogai/movement_
support/1473832765476.html

市福祉政策課
０８６８－７５－３９１３
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改造 購入
自動車運転免許取得費助成

自動車改造費・購入費助成
お問合せ先市町村 ホームページ

浅口市 なし

①上肢、下肢または体幹機能の身体障害者手帳所持者であっ
て、本人が自動車を所有し、操向装置及び駆動装置等の一部
を改造することで就労等社会参加が見込まれる人

②身体障害者手帳を所持し、車いす、ストレッチャーを使用しな
ければ移動が困難と認められる人または、その者と生計を一に
する介護者

上記の者に対し１００，０００円を限度として改造に直接要した費
用の１／２以内

身体障害者手帳を所持し、車いす、ストレッチャーを使用しなけ
れば移動が困難と認められる人またはその人と生計を一にす
る介護者が改造自動車を購入する費用で１００，０００円を限度
として１／２以内

市社会福祉課
０８６５－４４－７００７

和気町
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所
持者
１００，０００円を限度

一定の所得を超えない身体障害者手帳所持者本人が所有し、
運転する自動車の操向装置及び駆動装置の改造に要する費用
１００，０００円を限度

身体障害者の介護者が運転する福祉車両を、身体障害者手帳
所持者で車いす、ストレッチャーを使用しなければ移動困難な
人または障害者と生計を同一とする介護者が購入する費用
ただし購入価格と通常車両販売価格の差額で１００，０００円を
限度として１／２以内

https://www.town.wake.lg.jp/kurashi
Kosodate/seikatu/syogaifukushi/

町健康福祉課
０８６９－９３－３６８１

早島町 なし なし なし

里庄町

運転免許の取得によって社会参加が見込まれる身体障害
者手帳及び療育手帳の所持者
１００，０００円を限度として免許の取得に直接要した費用
の２／３以内

身体障害者手帳所持者で上肢、下肢または体幹機能障害１級・
２級の本人が所有し運転する自動車の操向装置等の改造に要
する費用で１００，０００円を限度とする

なし
町健康福祉課

０８６５－６４－７２１１

矢掛町

運転免許の取得によって社会参加が見込まれる身体障害
者手帳または療育手帳所持者
１００，０００円を限度として免許の取得に直接要した費用
の２／３以内

身体障害者手帳所持者で上肢、下肢または体幹機能障害のあ
る人が自ら所有し運転する自動車の操向装置等の改造に要す
る費用で１００，０００円を限度

なし
http://www.town.yakage.okayama.jp
/health/hukushiservice.html

町福祉介護課
０８６６－８２－１０２６

新庄村
運転免許の取得によって社会参加が見込まれる身体障害
者手帳１級～４級または療育手帳所持者
１００，０００円を限度として２／３以内

身体障害者手帳所持者で上肢、下肢または体幹機能障害のあ
る人が自ら所有し運転する自動車の操向装置や駆動装置の改
造に要する費用で１００，０００円を限度

なし
町住民福祉課

０８６７－５６－２６４６

鏡野町 なし なし なし

勝央町
運転免許の取得によって社会参加が見込まれる身体障害
者手帳所持者
１００，０００円を限度として２／３以内

身体障害者手帳所持者で上肢、下肢または体幹機能障害のあ
る人が自ら所有し運転する自動車の操向装置や駆動装置の改
造に要する費用で１００，０００円を限度

なし
町総合福祉センター

（町健康福祉部）
０８６８－３８－７１０２

奈義町 なし なし なし

西粟倉村
障害程度にかかわらず運転免許の取得によって社会参加
が見込まれる障害のある人
１００，０００円を限度として２／３以内

身体障害者のうち上肢、下肢、体幹または運動機能障害を有す
る、障害程度が１級～３級の人、知的障害者及び精神障害者が
自らが使用し運転する自動車の操向装置、駆動装置等の改造
に要する費用
１００，０００円を限度

なし
村保健福祉課

０８６８－７９－２２３３

久米南町 なし なし なし
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改造 購入
自動車運転免許取得費助成

自動車改造費・購入費助成
お問合せ先市町村 ホームページ

美咲町 なし
身体障害者手帳を所持し、上肢、下肢、体幹または運動機能障
害のために運転又は移動が困難と認められる人に、１００，００
０円を限度として改造に要する費用

身体障害者手帳を所持し、上肢、下肢、体幹または運動機能
障害のために運転又は移動が困難と認められる人に、福祉自
動車を購入する経費又は現に所有している自動車を福祉自動
車に改造する場合には福祉自動車として架装に要する経費
１００,０００円を限度

町福祉事務所
０８６８－６６－１１２９

吉備中央町 なし

①障害者が就労や日常生活上必要なため自ら所有し、運転す
る自動車の手動装置等を改造するために要する費用
１００，０００円を限度として１／２以内
②重度身体障害者（肢体不自由障害１級・２級）と同居している
介護者等の福祉自動車の改造に要する費用
３５０，０００円を限度として１／２以内

重度身体障害者（肢体不自由障害１級・２級）と同居している介
護者等が福祉自動車を購入する費用のうち、福祉自動車として
の架装に要する経費
３５０，０００円を限度として１／２以内

https://www.town.kibichuo.lg.jp/sos
hiki/8/641.html

町福祉課
０８６６－５４－１３１７

※制度の利用には、表中の条件の他、当該市町村に住所を有することや、住民税等の課税要件などが含まれる場合があります。

◇お問合せ先◇

                       注２　倉敷市保健福祉センター福祉課　＊水島　０８６－４４６－１１１４　＊児島　０８６－４７３－１１１９　＊玉島　０８６－５２２－８１１８　＊真備　０８６－６９８－５１１３

                       注1　岡山市福祉事務所等　＊北区中央　０８６－８０３－１２０９　＊北区北　０８６－２５１－６５３０　＊御津　０８６－７２４－１１１１　＊建部　０８６－７２２－１１１２　＊中区　０８６－９０１－１２３１
　　　　　　　　　　　　　　　　　                      　＊東区　０８６－９４４－１８２２　＊瀬戸　０８６－９５２－１１１２　＊南区西　０８６－２８１－９６２０　＊灘崎　０８６－３６３－５２０１　＊南区南　０８６－２３０－０３２１

・制度の詳細や利用に際してのお問い合わせは、表中「お問い合わせ先」にお尋ねください。

・その他資料全般に関するお問い合わせやご意見については、下記までご連絡ください。

◎岡山県難病相談・支援センター 電話０８６－２４６－６２８４ ＊日曜日・月曜日・祝日は休館
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